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2023 年 10月 1 日より、秋田県の最低賃金が変更されましたので簡単にご紹介します。 

 

１．最低賃金額 

（１）現在の最低賃金 

2023 年 10月 1 日より秋田県の最低賃金は 

「897 円」 

（２）先月までの最低賃金 

2022 年 10月 1 日より秋田県の最低賃金は 

「853 円」 

 

２．最低賃金の確認 

今回の改定も 44円の大幅増となります。パートタイマー等の時給の勤務者及び、正社員等の月給の勤務者につ

いても再度ご確認をお願いします。 

（１）最低賃金の対象とならない手当 

①臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

②１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

⑤午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計

算額を超える部分（深夜割増賃金など） 

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

（２）確認方法 

    上記（１）の手当を除く毎月の賃金を時間給に計算して確認してください。 

①時間給制の場合 

時間給≧最低賃金額（時間額） 

②日給制の場合 

日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 

③月給制の場合 

月給÷１箇月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額） 

 

 
労働保険・社会保険・人事労務・年金等について疑問や悩み、相談がありましたら 

長谷部 崇 まで お問い合わせください。 

☎ 018-893-5385  📠 018-893-5386 

📨 arcept-th@clear.ocn.ne.jp 

ホームページ http://hasebe-sr.com/ 
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